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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動源の回転駆動力により回転する第１回転体と、
　前記第１回転体に接触して配置される第２回転体と、
　前記第２回転体を所定の加圧力で前記第１回転体に加圧する加圧手段と、を備え、前記
第１回転体と前記第２回転体との圧接部に転写材を搬送し、第１回転体上又は第１回転体
上を搬送されるベルト上の画像を転写材へ転写する画像転写装置において、
　前記圧接部を同じ厚さの転写材が通過する間、前記第１回転体と前記第２回転体との離
間距離を保つ保持手段を備え、
　前記保持手段は、前記第２回転体の加圧手段による加圧方向の移動を規制し、前記加圧
方向の対向側には自由に移動することが可能なワンウェイクラッチ機構であり、
　前記加圧方向に対し、第２回転体が所定の距離だけ自由に移動することが可能とした、
ことを特徴とする画像転写装置。
【請求項２】
　前記保持手段は、前記第２回転体の外径部を保持することを特徴とする請求項１に記載
の画像転写装置。
【請求項３】
　回転中心を有するアーム部材を有し、このアーム部材に前記保持手段を設置したことを
特徴とする請求項１又は２に記載の画像転写装置。
【請求項４】
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　前記第１回転体及び前記第２回転体は、それぞれ、同一、又は個別の駆動源からの駆動
力を伝達する駆動伝達手段を備えることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の
画像転写装置。
【請求項５】
　同じ厚さ寸法の複数の転写材を搬送する際に、１枚目の転写材を他の転写材が搬送され
る通常速度より低い速度で搬送することを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の
画像転写装置。
【請求項６】
　同じ厚さ寸法の複数の転写材を搬送する際に、１枚目の転写材の搬送時には画像形成を
行わず、この１枚目の転写材を画像形成部に再給送することを特徴とする請求項１乃至４
のいずれかに記載の画像転写装置。
【請求項７】
　同じ厚さ寸法の複数の転写材を搬送する際に、１枚目の転写材の搬送時には画像形成を
行わず、この１枚目の転写材を前記圧接部に搬送後、前記第１回転体及び第２回転体を逆
回転させて、前記圧接部に再給送して画像形成することを特徴とする請求項１乃至４のい
ずれかに記載の画像転写装置。
【請求項８】
　同じ厚さ寸法の複数の転写材を搬送する際に、最終枚目の転写材が該圧接部を通過する
とき、前記保持手段による転写材の保持を解除することを特徴とする請求項１乃至７のい
ずれかに記載の画像転写装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれかに記載の画像転写装置を備えることを特徴とする画像形成装
置。
【請求項１０】
　駆動源の回転駆動力により回転すると共に、加熱部材を備え、又は、無端ベルト体であ
る加熱部材を支持する第１回転体と、
　前記第１回転体に接触して配置される第２回転体と、
　前記第２回転体を所定の加圧力で前記第１回転体に加圧する加圧手段と、を備え、前記
第１回転体と前記第２回転体との間の圧接部を進行する転写材に転写された可視像を定着
する画像定着装置において、
　前記圧接部を同じ厚さの転写材が通過する間、前記第１回転体と前記第２回転体との離
間距離を保つ保持手段を備え、
　前記保持手段は、前記第２回転体の加圧手段による加圧方向の移動を規制し、前記加圧
方向の対向側には自由に移動することが可能なワンウェイクラッチ機構であり、
　前記加圧方向に対し、第２回転体が所定の距離だけ自由に移動することが可能とした、
ことを特徴とする画像定着装置。
【請求項１１】
　前記保持手段は、前記第２回転体の外径部を保持することを特徴とする請求項１０に記
載の画像定着装置。
【請求項１２】
　回転中心を有するアーム部材を有し、このアーム部材に前記保持手段を設置したことを
特徴とする請求項１０又は１１に記載の画像定着装置。
【請求項１３】
　前記第１回転体及び前記第２回転体は、それぞれ、同一、又は個別の駆動源からの駆動
力を伝達する駆動伝達手段を備えることを特徴とする請求項１０乃至１２のいずれかに記
載の画像定着装置。
【請求項１４】
　同じ厚さ寸法の複数の転写材を搬送する際に、１枚目の転写材を他の転写材が搬送され
る通常速度より低い速度で搬送することを特徴とする請求項１０乃至１３のいずれかに記
載の画像定着装置。
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【請求項１５】
　同じ厚さ寸法の複数の転写材を搬送する際に、１枚目の転写材の搬送時には画像形成を
行わず、この１枚目の転写材を画像形成部に再給送することを特徴とする請求項１０乃至
１３のいずれかに記載の画像定着装置。
【請求項１６】
　同じ厚さ寸法の複数の転写材を搬送する際に、１枚目の転写材の搬送時には画像形成を
行わず、この１枚目の転写材を前記圧接部に搬送後、前記第１回転体及び第２回転体を逆
回転させて、前記圧接部に再給送して画像形成することを特徴とする請求項１０乃至１３
のいずれかに記載の画像定着装置。
【請求項１７】
　同じ厚さ寸法の複数の転写材を搬送する際に、最終枚目の転写材が該圧接部を通過する
とき、前記保持手段による転写材の保持を解除することを特徴とする請求項１０乃至１６
のいずれかに記載の画像定着装置。
【請求項１８】
　請求項１０乃至１７のいずれかに記載の画像定着装置を備えることを特徴とする画像形
成装置。
【請求項１９】
　駆動源の回転駆動力により回転する第１回転体と、
　前記第１回転体に接触して配置される第２回転体と、
　前記第２回転体を所定の加圧力で前記第１回転体に加圧する加圧手段と、を備え、前記
第１回転体と前記第２回転体との圧接部に転写材を搬送するレジスト搬送装置において、
　前記圧接部を同じ厚さの転写材が通過する間、前記第１回転体と前記第２回転体との離
間距離を保つ保持手段を備え、
　前記保持手段は、前記第２回転体の加圧手段による加圧方向の移動を規制し、前記加圧
方向の対向側には自由に移動することが可能なワンウェイクラッチ機構であり、
　前記加圧方向に対し、第２回転体が所定の距離だけ自由に移動することが可能とした、
ことを特徴とするレジスト搬送装置。
【請求項２０】
　前記保持手段は、前記第２回転体の外径部を保持することを特徴とする請求項１９に記
載のレジスト搬送装置。
【請求項２１】
　回転中心を有するアーム部材を有し、このアーム部材に前記保持手段を設置したことを
特徴とする請求項１９又は２０に記載のレジスト搬送装置。
【請求項２２】
　前記第１回転体及び前記第２回転体は、それぞれ、同一、又は個別の駆動源からの駆動
力を伝達する駆動伝達手段を備えることを特徴とする請求項１９乃至２１のいずれかに記
載のレジスト搬送装置。
【請求項２３】
　同じ厚さ寸法の複数の転写材を搬送する際に、１枚目の転写材を他の転写材が搬送され
る通常速度より低い速度で搬送することを特徴とする請求項１９乃至２２のいずれかに記
載のレジスト搬送装置。
【請求項２４】
　同じ厚さ寸法の複数の転写材を搬送する際に、１枚目の転写材の搬送時には画像形成を
行わず、この１枚目の転写材を画像形成部に再給送することを特徴とする請求項１９乃至
２２のいずれかに記載のレジスト搬送装置。
【請求項２５】
　同じ厚さ寸法の複数の転写材を搬送する際に、１枚目の転写材の搬送時には画像形成を
行わず、この１枚目の転写材を前記圧接部に搬送後、前記第１回転体及び第２回転体を逆
回転させて、前記圧接部に再給送して画像形成することを特徴とする請求項１９乃至２２
のいずれかに記載のレジスト搬送装置。
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【請求項２６】
　同じ厚さ寸法の複数の転写材を搬送する際に、最終枚目の転写材が該圧接部を通過する
とき、前記保持手段による転写材の保持を解除することを特徴とする請求項１９乃至２５
のいずれかに記載のレジスト搬送装置。
【請求項２７】
　請求項１９乃至２６のいずれかに記載のレジスト搬送装置を備えることを特徴とする画
像形成装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像転写装置、画像定着装置、レジスト搬送装置、画像形成装置に関する。
 
【背景技術】
【０００２】
　例えば、電子写真式の画像形成装置では、ドラム状やベルト状の感光体を回転させると
共に、この感光体上に帯電、書込みを行って静電潜像を形成した後、現像装置でトナーを
付着することにより可視像化してトナー画像を形成する。そして、そのトナー画像を直接
、又はベルト状の中間転写体を介して間接的に記録場板に転写し、搬送する用紙、ＯＨＰ
フィルム等の記録媒体に画像を記録する。
【０００３】
　このような画像形成装置にあっては、感光体や中間転写体等の像担持体上のトナー画像
を中間転写材や記録媒体である記録紙等に転写する画像転写装置を備える。
【０００４】
　図１４は従来の画像形成装置に使用される画像転写装置の主要構成を示す概略構成図で
ある。この画像転写装置は、図１４（ａ）に示すように、圧接転写が行われる転写位置よ
りも用紙搬送経路上流側に変位ローラ２０１を設置し、その変位ローラ２０１を、図１４
（ｂ）に示すように、転写材２０４の通過に伴い下方に変位して、変位ローラ２０１と連
結アーム２０２により連結された加圧ローラ２０３の圧接力を、変位ローラ２０１の移動
量に応じて変化させ、これにより図１４（ｃ）に示すように、転写材２０４が圧接転写位
置に突入させ、この突入時の衝撃を低減するようにしたものである（特許文献１、特許文
献２参照）。
【０００５】
　また、特許文献３には、駆動手段の駆動力により加圧ローラを移動させて圧接部の離間
を行う機構であり、楕円カムの回転力で、加圧ローラを支持するアームを押し下げ、予め
離間しておき、圧接部へ用紙が進入するタイミングと同期させて、離間状態を解除して加
圧ローラを圧接させるものが記載されている。
【０００６】
　更に、特許文献４には、画像形成装置の２次転写部において、厚紙の突入及び抜けで発
生する負荷トルク変動を低減するため、２次転写部を構成する加圧ローラを極力、低慣性
となるように構成しているものが記載されている。
【０００７】
【特許文献１】第２８８３９１６号公報
【特許文献２】特開昭６１－９０１６７号公報
【特許文献３】特開平６－２７４０５１号公報
【特許文献４】特開２００６－３１７６２７号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、前記特許文献１、特許文献２のものは、変位ローラの設置、連結アーム
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の設置等により転写装置が大型になるという問題、転写圧力が用紙の厚みで異なり適切な
転写加圧条件が実現できないという問題がある。本来、転写及び定着部の加圧装置の目的
は、トナー画像に所望の圧力を与えることであるため、用紙の厚みにかかわらず、一定の
圧力を与える必要がある。しかし、特許文献１、特許文献２に記載の装置では、用紙の厚
みで連結アームによる押し下げ力で加圧条件が変化するから、厚紙を使用した際に転写不
良、定着不良が生じやすいという大きな問題がある。
【０００９】
　また、特許文献３のものは、加圧力に対向するアームの高速動作の実現にはアームを含
むアクチュエータの高剛性、高トルクが必要であるという問題がある。近年、生産性向上
のため、用紙の搬送速度は高くなっている。また、用紙上の画像領域の拡大（余白部分の
低減、ふち無し画像）が望まれている。従って、この手法では、離間、圧接状態を瞬時に
切り換える動作が必要となる。例えば、用紙の搬送速度が２００ｍｍ毎秒で搬送する画像
形成装置で、用紙先端部２ｍｍの位置から画像を転写したい場合、用紙突入後、約０．０
１秒で離間から圧接状態に切り換える必要がある。このような高速応答で、圧接状態を変
化させるトルクを発生する駆動制御機構の実現は難しい。また、圧接時の衝撃が振動とな
りやすいという問題がある。
【００１０】
　更に、特許文献４のものは、圧接ローラ部は、弾性部材によって対向側のローラ部材に
押圧されている。ローラ軸方向に均一な押圧力となるようにローラ自体の剛性が要求され
、低慣性化に限界がみられる。
【００１１】
　そして、画像形成装置としての電子写真装置内に設置される一般的な加圧力を用いた装
置、例えば転写装置では、固定ローラと該ローラ方向に圧接する加圧ローラのニップ部に
、用紙等の転写部材を搬送し、ローラ上の形成画像を転写材に転写する装置、又は、一方
のローラ上を搬送するベルト体とローラとのニップ部に転写部材を通過し、ベルト上の形
成画像を転写材に転写する装置において、転写材がニップ部に突入するときとニップ部か
ら抜けるときに負荷トルク変動が生じ、転写部材の速度変動が生じるという問題がある。
【００１２】
　このため、特許文献３に記載された予め２つのローラ間を離間させる従来技術は、弾性
部材で加圧されているローラを転写材の厚み以上の間隙を形成する離間機構があり、離間
するために大きなトルクを発生する駆動装置が必要となる。
【００１３】
　そこで、本発明は、画像形成に必要な圧接力を持ちながらも、用紙の突入及び抜け時の
負荷トルク変動を抑制する画像転写装置及びこれを備える画像形成装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　請求項１の発明は　駆動源の回転駆動力により回転する第１回転体と、
　前記第１回転体に接触して配置される第２回転体と、
　前記第２回転体を所定の加圧力で前記第１回転体に加圧する加圧手段と、を備え、前記
第１回転体と前記第２回転体との圧接部に転写材を搬送し、第１回転体上又は第１回転体
上を搬送されるベルト上の画像を転写材へ転写する画像転写装置において、
　前記圧接部を同じ厚さの転写材が通過する間、前記第１回転体と前記第２回転体との離
間距離を保つ保持手段を備え、
　前記保持手段は、前記第２回転体の加圧手段による加圧方向の移動を規制し、前記加圧
方向の対向側には自由に移動することが可能なワンウェイクラッチ機構であり、
　前記加圧方向に対し、第２回転体が所定の距離だけ自由に移動することが可能とした、
ことを特徴とする。
 
【００１６】
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　請求項２の発明は、請求項１に記載の画像転写装置において、前記保持手段は、前記第
２回転体の外径部を保持することを特徴とする。
 
【００１７】
　請求項３の発明は、請求項１又は２に記載の画像転写装置において、回転中心を有する
アーム部材を有し、このアーム部材に前記保持手段を設置したことを特徴とする。
 
【００１８】
　請求項４の発明は、請求項１乃至３のいずれかに記載の画像転写装置において、前記第
１回転体及び前記第２回転体は、それぞれ、同一、又は個別の駆動源からの駆動力を伝達
する駆動伝達手段を備えることを特徴とする。
 
【００１９】
　請求項５の発明は、請求項１乃至４のいずれかに記載の画像転写装置において、同じ厚
さ寸法の複数の転写材を搬送する際に、１枚目の転写材を他の転写材が搬送される通常速
度より低い速度で搬送することを特徴とする。
 
【００２０】
　請求項６の発明は、請求項１乃至４のいずれかに記載の画像転写装置において、同じ厚
さ寸法の複数の転写材を搬送する際に、１枚目の転写材の搬送時には画像形成を行わず、
この１枚目の転写材を画像形成部に再給送することを特徴とする。
 
【００２１】
　請求項７の発明は、請求項１乃至４のいずれかに記載の画像転写装置において、同じ厚
さ寸法の複数の転写材を搬送する際に、１枚目の転写材の搬送時には画像形成を行わず、
この１枚目の転写材を前記圧接部に搬送後、前記第１回転体及び第２回転体を逆回転させ
て、前記圧接部に再給送して画像形成することを特徴とする。
 
【００２２】
　請求項８の発明は、請求項１乃至７のいずれかに記載の画像転写装置において、同じ厚
さ寸法の複数の転写材を搬送する際に、最終枚目の転写材が該圧接部を通過するとき、前
記保持手段による転写材の保持を解除することを特徴とする。
 
【００２３】
　請求項９の発明は、請求項１乃至８のいずれかに記載の画像転写装置を備えることを特
徴とする画像形成装置である。
 
【００２４】
　請求項１０の発明は、駆動源の回転駆動力により回転すると共に、加熱部材を備え、又
は、無端ベルト体である加熱部材を支持する第１回転体と、前記第１回転体に接触して配
置される第２回転体と、前記第２回転体を所定の加圧力で前記第１回転体に加圧する加圧
手段と、を備え、前記第１回転体と前記第２回転体との間の圧接部を進行する転写材に転
写された可視像を定着する画像定着装置において、前記圧接部を同じ厚さの転写材が通過
する間、前記第１回転体と前記第２回転体との離間距離を保つ保持手段を備え、前記保持
手段は、前記第２回転体の加圧手段による加圧方向の移動を規制し、前記加圧方向の対向
側には自由に移動することが可能なワンウェイクラッチ機構であり、前記加圧方向に対し
、第２回転体が所定の距離だけ自由に移動することが可能とした、ことを特徴とする。
 
【００２６】
　請求項１１の発明は、請求項１０に記載の画像定着装置において、前記保持手段は、前
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記第２回転体の外径部を保持することを特徴とする。
 
【００２７】
　請求項１２の発明は、画請求項１０又は１１に記載の像定着装置において、回転中心を
有するアーム部材を有し、このアーム部材に前記保持手段を設置したことを特徴とする。
 
【００２８】
　請求項１３の発明は、請求項１０乃至１３のいずれかに記載の画像定着装置において、
前記第１回転体及び前記第２回転体は、それぞれ、同一、又は個別の駆動源からの駆動力
を伝達する駆動伝達手段を備えることを特徴とする。
 
【００２９】
　請求項１４の発明は、請求項１０乃至１３のいずれかに記載の画像定着装置において、
同じ厚さ寸法の複数の転写材を搬送する際に、１枚目の転写材を他の転写材が搬送される
通常速度より低い速度で搬送することを特徴とする。
 
【００３０】
　請求項１５の発明は、請求項１０乃至１３のいずれかに記載の画像定着装置において、
同じ厚さ寸法の複数の転写材を搬送する際に、１枚目の転写材の搬送時には画像形成を行
わず、この１枚目の転写材を画像形成部に再給送することを特徴とする。
 
【００３１】
　請求項１６の発明は、請求項１０乃至１３のいずれかに記載の画像定着装置において、
同じ厚さ寸法の複数の転写材を搬送する際に、１枚目の転写材の搬送時には画像形成を行
わず、この１枚目の転写材を前記圧接部に搬送後、前記第１回転体及び第２回転体を逆回
転させて、前記圧接部に再給送して画像形成することを特徴とする。
 
【００３２】
　請求項１７の発明は、請求項１０乃至１７のいずれかに記載の画像定着装置において、
同じ厚さ寸法の複数の転写材を搬送する際に、最終枚目の転写材が該圧接部を通過すると
き、前記保持手段による転写材の保持を解除することを特徴とする。
 
【００３３】
　請求項１８の発明は、請求項１０乃至１７のいずれかに記載の画像定着装置を備えるこ
とを特徴とする画像形成装置である。
 
【００３４】
　請求項１９の発明は、駆動源の回転駆動力により回転する第１回転体と、前記第１回転
体に接触して配置される第２回転体と、前記第２回転体を所定の加圧力で前記第１回転体
に加圧する加圧手段と、を備え、前記第１回転体と前記第２回転体との圧接部に転写材を
搬送するレジスト搬送装置において、前記圧接部を同じ厚さの転写材が通過する間、前記
第１回転体と前記第２回転体との離間距離を保つ保持手段を備え、前記保持手段は、前記
第２回転体の加圧手段による加圧方向の移動を規制し、前記加圧方向の対向側には自由に
移動することが可能なワンウェイクラッチ機構であり、前記加圧方向に対し、第２回転体
が所定の距離だけ自由に移動することが可能とした、ことを特徴とする。
 
【００３６】
　請求項２０の発明は、請求項１９に記載のレジスト搬送装置において、前記保持手段は
、前記第２回転体の外径部を保持することを特徴とする。
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【００３７】
　請求項２１の発明は、請求項１９又は２０に記載のレジスト搬送装置において、回転中
心を有するアーム部材を有し、このアーム部材に前記保持手段を設置したことを特徴とす
る。
 
【００３８】
　請求項２２の発明は、請求項１９乃至２１のいずれかに記載のレジスト搬送装置におい
て、前記第１回転体及び前記第２回転体は、それぞれ、同一、又は個別の駆動源からの駆
動力を伝達する駆動伝達手段を備えることを特徴とする。
 
【００３９】
　請求項２３の発明は、請求項１９乃至２２のいずれかに記載のレジスト搬送装置におい
て、同じ厚さ寸法の複数の転写材を搬送する際に、１枚目の転写材を他の転写材が搬送さ
れる通常速度より低い速度で搬送することを特徴とする。
 
【００４０】
　請求項２４の発明は、請求項１９乃至２２のいずれかに記載のレジスト搬送装置におい
て、同じ厚さ寸法の複数の転写材を搬送する際に、１枚目の転写材の搬送時には画像形成
を行わず、この１枚目の転写材を画像形成部に再給送することを特徴とする。
 
【００４１】
　請求項２５の発明は、請求項１９乃至２２のいずれかに記載のレジスト搬送装置におい
て、同じ厚さ寸法の複数の転写材を搬送する際に、１枚目の転写材の搬送時には画像形成
を行わず、この１枚目の転写材を前記圧接部に搬送後、前記第１回転体及び第２回転体を
逆回転させて、前記圧接部に再給送して画像形成することを特徴とする。
 
【００４２】
　請求項２６の発明は、請求項１９乃至２５のいずれかに記載のレジスト搬送装置におい
て、同じ厚さ寸法の複数の転写材を搬送する際に、最終枚目の転写材が該圧接部を通過す
るとき、前記保持手段による転写材の保持を解除することを特徴とする。
 
【００４３】
　請求項２７の発明は、請求項１９乃至２６のいずれか記載のレジスト搬送装置を備える
ことを特徴とする画像形成装置である。
 
【発明の効果】
【００４４】
　本発明によれば、転写材突入時に加圧ローラを押し下げる量と転写材が抜ける時に加圧
ローラが押し上がる量とが大きく低減し、転写材搬送駆動系にかかる負荷トルク変動を低
減することができ、負荷トルク変動によって生じる転写材搬送速度変動を抑制することが
できるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
　以下本発明を実施するための最良の形態としての実施例を図面に基づいて説明する。
【実施例】
【００４６】
　本発明者らは、転写材がローラ間ニップに突入するときの負荷トルク変動の現象につい
て研究を行った結果、以下（１）～（３）のことを知見した。
【００４７】
（１）転写材先端がローラ間のニップ部を通過するときに加圧ローラを加圧力に対向して
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移動させるために負荷トルクが増加する。
（２）転写材後端がローラ間のニップ部を通過するときに加圧ローラが加圧力に従って移
動しながら、転写材を搬送方向に押し出すために、負荷トルクが減少する。
（３）このような負荷トルク変動のうち、駆動源の許容トルクと駆動源からローラへ駆動
力を伝達する歯車列などの駆動伝達系の剛性から決定される駆動系全体の許容負荷トルク
範囲を超えた分が、出力画像に影響を与えるローラの回転変動となる。
【００４８】
　従来、ローラ間に転写材の厚み以上の間隙を設けておき、転写材がローラ間に到達して
から、間隙をなくしてニップする方式が提案されていたが、ニップする際の衝撃や、間隙
を形成するための動力源が必要という問題があった。これに対し、本発明者らは、ローラ
間の間隙を転写材の厚み以上に形成する必要はなく、厚み以下の間隙でも、発生する負荷
トルクが小さくなることで、許容負荷トルク範囲に収まり十分な効果が得られることを知
得した。このことに注目し、２つのローラを離間させるための駆動機構を設けることなく
、必要十分な２つのローラ軸間距離を形成する装置を実現した。
【００４９】
　本発明では、転写材がニップ部突入及び抜け時の加圧ローラの上下動によって発生する
負荷トルクを転写材の厚みに関係なく小さくなるように、２つのローラ軸間距離を保持す
る。これによって、画像形成に必要な加圧力を実現しながらも、用紙の突入及び抜け時の
負荷トルク変動を抑制する。
【００５０】
　以下に、画像形成装置における負荷トルク変動の現象説明とそのメカニズムを説明する
。図１は画像形成装置の感光体ベルトユニット部を示す概略構成図である。
【００５１】
　この感光体ベルトユニット部において、感光体ベルト１０は、駆動ローラ１１、従動ロ
ーラ１２、テンションローラ１３、対向ローラ１４によって張架されており、駆動モータ
Ｍ１により駆動ローラ１１が駆動されることにより図中時計まわりに搬送される。対向ロ
ーラ１４には、感光体ベルト１０を介して、付勢手段である圧縮バネ１６により付勢され
て転写ローラ１７が押し当てられ、転写装置１８の転写ニップが形成される。
【００５２】
　感光体ベルト１０と転写ローラ１７との間には、転写材２０が転写ニップを通して図中
右から左へと搬送する転写材搬送路が形成される。転写材搬送路の上流には、レジスト装
置２１を構成する一対のレジストローラ２２、２３が設けられている。一対のレジストロ
ーラ２２、２３は、一方のレジストローラ２２が駆動モータＭ２により駆動されることに
より付勢手段である圧縮バネ２４により付勢されて押し当てられる他方のレジストローラ
２３が従動回転され、転写材２０が搬送されるようになっている。一対のレジストローラ
２２、２３の下流には、転写材２０を転写装置１８の転写ニップへと案内する一対のガイ
ド板２５が配置されている。また、転写ニップの下流位置には、定着装置２６が設置され
る。定着装置２６は、熱源を有する加熱ローラ２７と、圧縮バネ２９により付勢されてそ
れに押し当てられる加圧ローラ２８とで構成されている。
【００５３】
　そして、この感光体ベルトユニット部には、図示しない給紙部から転写材２０が給紙さ
れ、一対のレジストローラ２２、２３間に突き当てられて、一時待機する。一方、駆動モ
ータＭ１により駆動ローラ１１が駆動されて感光体ベルト１０が走行されながら、不図示
の作像装置によりその感光体ベルト１０上に画像が形成される。その感光体ベルト１０上
の画像先端にタイミングを合わせて駆動モータＭ２により一方のレジストローラ２２を回
転し、転写材２０が転写ニップに送り込まれる。そして、圧縮バネ１６による加圧力と、
転写ローラ１７に印加する転写バイアスによって、感光体ベルト１０で担持されているト
ナー画像が転写材２０に転写される。その後、定着装置２６を通して加熱ローラ２７と加
圧ローラ２８とで熱と圧力とを加えられ、トナー画像が転写材２０に定着される。
【００５４】
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　このような、感光体ベルトユニット部における負荷トルク変動の現象について説明する
。図２は転写装置における圧接された対向ローラと転写ローラ間を転写材が通過するとき
の感光体ベルトの搬送位置誤差を示すグラフである。図において、横軸は時間を示してお
り、転写ニップに転写材２０が突入したタイミングを０秒としている。また、縦軸は、位
置変動を示している。この変動位置は、所望の搬送距離（位置）に対する感光体ベルト搬
送距離の誤差推移を示している。図中２楕円の枠で囲ったように、転写材２０の突入によ
り感光体ベルト１０の位置誤差がマイナス方向に変動していることが確認できる。これは
、転写材突入の負荷トルク変動により感光体ベルト１０の搬送が遅れていることを示して
いる。このような位置変動は、感光体ベルト１０上で作像中の画像部に大きな影響を与え
る。
【００５５】
　定着装置２６においても、同様の現象が発生する。定着ニップに転写材２０が突入する
ことで加熱ローラ２７の回転が負荷トルク変動（負荷トルク急増）により低下する。同時
に、定着ニップに突入した転写材２０の搬送量も低下する。上記画像形成装置は、転写装
置１８の直後に定着装置２６が設けられており、定着装置２６に転写材２０が突入したと
きには、定着装置２６と転写装置１８の両方に転写材２０がニップした状態となっている
。そのため、転写材２０の搬送量の低下は、転写装置１８の転写画像に大きな影響を与え
ることとなる。
【００５６】
　更に、レジスト装置２１においても、同様の現象が発生する。ここでは、一対のレジス
トローラ２２、２３のレジストニップを転写材２０が抜けることで負荷トルクが急減する
負荷トルク変動が発生する。これにより、一対のレジストローラ２２、２３の回転速度が
高まり、転写材２０の搬送速度が増加する。このとき、転写装置１８とレジスト装置２１
の両方に転写材２０がニップした状態であると、転写装置１８の転写画像に大きな影響を
与えることとなる。
【００５７】
　以下に説明するこの発明による転写材搬送装置は、対向ローラ１４、レジストローラ２
２、加熱ローラ２７などの第１の回転体と、その第１の回転体に対して接触したり離れた
り移動自在に設ける、転写ローラ１７、レジストローラ２３、加圧ローラ２８などの第２
の回転体と、その第２の回転体を付勢して第１の回転体に押し当てる、圧縮バネ１６、２
４、２９などの付勢手段とを備え、第１の回転体と第２の回転体との間に通して転写材２
０を搬送する転写装置１８、レジスト装置２１、定着装置２６に適用することができる。
【００５８】
　次に、負荷トルク変動発生メカニズムについて説明する。本発明者らの解析の結果、転
写材２０突入時の感光体ベルト１０の速度低下は、主に転写材２０が転写ローラ１７と対
向ローラ１４で形成される転写ニップに進入するために転写ローラ１７を下に移動させる
ために発生する負荷トルク増加によって発生していることがわかった。また、転写材２０
が抜けるときには感光体ベルト１０の速度上昇がみられる。これは、主に転写材２０が転
写ニップを抜けるために転写ローラ１７が加圧力で上に移動すると同時に、転写材を進行
方向に押し出すために発生する負荷トルク減少によって発生していることがわかった。以
下に、その詳細を述べる。
【００５９】
　以下、転写材搬送装置の１つである転写装置１８に、転写材２０が突入したときのトル
ク負荷変動の発生メカニズムを説明する。図３は転写装置におけるトルク負荷変動の発生
メカニズムを示す図である。ここでは、第１の回転体である対向ローラ１４と、第２の回
転体である転写ローラ１７との圧接部に転写材２０が突入した際の力学的な力の関係を示
したものである。なお、上記画像形成装置の例では、対向ローラ１４と転写ローラ１７の
間に感光体ベルト１０が存在するが、負荷トルク変動への影響が少ないことから、この図
では省略する。影響が少ない理由としては、感光体ベルト１０は、対向ローラ１４にテン
ションローラ１３による張力で巻き付いていることからすべりが少なく、よって対向ロー
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ラ１４と一体で動くものとして考えられるため、対向ローラ１４に含めてモデル化できる
からである。つまり、モデル上では、感光体ベルト１０の厚さを対向ローラ１４の径に反
映させる。
【００６０】
　まず、対向ローラ１４と転写ローラ１７の転写ニップと転写材２０の関係を説明する。
対向ローラ１４は、水平方向、鉛直方向ともに固定されており、回転方向のみに動くこと
ができる。
【００６１】
　図示した装置では、対向ローラ１４の回転軸は、図示しない軸受で支持されている。そ
の軸受は、画像形成装置本体の筐体、又は、感光体ベルト搬送ユニットの筐体に固定され
ている。対向ローラ１４は、回転方向のみに動く。転写ローラ１７は、鉛直方向、回転方
向に動くことができ、回転軸が固定されていない状態である。また、転写ローラ１７の回
転軸上には、図１に示すように付勢手段である圧縮バネ１６が接触しており、対向ローラ
１４方向に加圧力ａが働き、対向ローラ１４に転写ローラ１７を圧接している。転写材２
０は、厚さｔを持ち、転写ニップに対して水平方向に突入される。転写材２０の搬送時の
推進力をｂとする。ここでは、対向ローラ１４、転写ローラ１７のどちらか一方に先に接
触するのではなく、転写材２０が水平方向搬送され、転写ニップで双方に同時に接触する
様子を示している。
【００６２】
　図３に基づいて転写材２０が接触したときの力の釣り合い（静的な力学平衡状態）を説
明する。まず、対向ローラ１４の回転方向における力の釣り合いについて説明する。対向
ローラ１４は、時計まわりの回転力（回転トルク）ｃを持つ。この回転トルクｃは、図示
しない駆動源（モータ）から供給される。実際には、対向ローラ１４は、所望の平均速度
で回転しており、既定の負荷トルクを発生している。ここでは、転写材２０が転写ニップ
に突入したときの負荷トルク変動を説明するために、既定の負荷トルクは除いて静的モデ
ルで説明する。対向ローラ１４の回転方向における力の釣り合いは、負荷トルク変動ΔＴ
を用いて（１）式となる。
【００６３】

【数１】

【００６４】
ただし、
Ｒ１は対向ローラ１４の半径、
Ｆ１は対向ローラ１４と転写材２０の接触部の回転方向の摩擦力ｄ、
Ｆ３は転写ローラ１７接触部の回転方向の摩擦力ｅ
である。
　
　次に、転写ローラ１７の回転方向における力の釣り合いについて説明する。転写ローラ
１７は、対向ローラ１４の回転に従動するとして（２）式となる。
【００６５】

【数２】
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【００６６】
ただし、
Ｒ２は転写ローラ１７の半径、
Ｆ２は転写ローラ１７と転写材２０の接触部の回転方向の摩擦力ｆ、
Ｆ３′は対向ローラ１４接触部の回転方向の摩擦力ｇ
である。
【００６７】
　次に、転写材２０の水平方向における力の釣り合いを説明する。転写材２０が対向ロー
ラ１４と転写ローラ１７の両方に接触して、それぞれから与えられる力が釣り合う状態と
して（３）式が成立する。
【００６８】
【数３】

【００６９】
ただし、
Ｎ１は対向ローラ１４と転写材２０の接触部の垂直抗力ｈ、
Ｎ２は転写ローラ１７と転写材２０の接触部の垂直抗力ｉ、
Ｆ１′は対向ローラ１４と転写材２０の接触部の回転方向摩擦力ｊ、
Ｆ２′は転写ローラ１７と転写材２０の接触部の回転方向摩擦力ｋ
θ１は転写材接触面ｍと対向ローラ回転中心から接触部を結ぶ線による角度
θ２は転写材接触面ｍと転写ローラ回転中心から接触部を結ぶ線による角度
である。
【００７０】
　ちなみに、転写材２０が転写ニップに対して水平に入射すれば、接触面ｍは両ローラの
回転中心を結ぶ線と平行になるため、角度θ３と角度θ１、角度θ４と角度θ２は共に等
しい。
【００７１】
　同様に、転写材２０の鉛直方向における力の釣り合いは、（４）式となる。
【数４】

【００７２】
　次に、転写ローラ１７の回転軸における力の釣り合いを説明する。
　鉛直方向において（５）式が成り立つ。
【００７３】

【数５】
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【００７４】
ただし、
Ｎ２′は転写ローラ１７と転写材２０の接触部の垂直抗力ｎ、
Ｎ３は対向ローラ１４と転写ローラ１７の接触部の垂直抗力ｏ、
Ｐは転写ローラ１７の加圧力ｐ、
である。
【００７５】
　ここで、転写ローラ１７が、対向ローラ１４に対して離れる方向に移動するために必要
なトルクΔＴを求める。転写ローラ１７と対向ローラ１４が離れると、（６）式が成立す
る。
【００７６】
【数６】

【００７７】
　以上、（１）式～（６）式の変形、代入を行い、トルクΔＴと転写ローラ１７の加圧力
や固定力との関係を求める。ここで、トルクΔＴを転写ローラ１７が鉛直方向に移動する
ためのトルクΔＴｖと水平方向に移動するためのトルクΔＴｈに分解して導出すると、そ
れぞれ（７）、（８）式になる。
【００７８】

【数７】

 
【００７９】
ただし、Ｎ４は、転写ローラ１７の水平方向の加圧力（固定力）である。
【００８０】
　負荷トルク変動の鉛直成分（７）式と水平成分（８）式の和が、転写ローラ１７を押し
下げて転写材２０が転写ニップを搬送するために必要な負荷トルク変動ΔＴとなる。この
負荷トルク変動が対向ローラ１４を駆動するモータから対向ローラ１４へ供給可能なトル
ク（許容トルク）を超えると、対向ローラ１４の回転変動を発生させて、感光体ベルト１
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０の線速変動となり画像劣化を発生させる。
【００８１】
　以上は、転写材突入時の現象についての説明であるが、転写材２０が転写ニップを抜け
るときの現象についても同様である。転写ローラ１７が押上げる力Ｐで、負荷トルクが減
少する。つまり、図３に示した対向ローラ１４の回転方向と転写材２０の搬送方向を逆と
すれば、（７）、（８）式において、符号がマイナス（逆）となる方向に負荷トルク変動
が発生する。よって、感光体ベルト１０の位置変動は、プラス側に変動する。
【００８２】
　上記モデルは、対向ローラ１４、転写ローラ１７、転写材２０を剛体とみなした場合で
あるが、弾性体であったとしても定性的な傾向は変わらない。
【００８３】
　図４は式（７）、式（８）式で計算される負荷トルク変動を示すグラフである。縦軸が
負荷トルク変動で、横軸が転写ニップ中央と転写材２０の位置を示す角度θ１、θ２であ
る。便宜上、対向ローラ１４と転写ローラ１７は、同径として２つの角度が常に等しい条
件とした。
【００８４】
　角度θ１、θ２は、それぞれ図３中の角度θ３とθ４と錯角の関係であり、ローラの回
転及び転写材２０の進入に伴い、転写ニップに至るまでにこの角度は減少する。この計算
結果より、角度が大きいほど負荷トルクが大きいことがわかる。つまり、転写材２０が転
写ニップに突入直後が最も負荷トルク変動が大きく、転写ニップに搬送されるに連れて負
荷トルク変動が小さくなる。
【００８５】
　図５は転写材突入時の負荷トルク変動推移を示すグラフである。図５の（ａ）と（ｂ）
は同じ転写ニップに厚い転写材と薄い転写材が進入した場合を比較している。グラフの横
軸は、時間である。時刻ｔ１は、転写材２０の転写ニップ突入タイミングを示している。
縦軸は、対向ローラ１４の回転軸にかかる負荷トルクの時間推移を示している。負荷トル
クＴaveは、対向ローラ１４が所望の一定角速度で回転しているときの定常負荷トルクを
示している。破線で示しているトルク変動許容範囲は、対向ローラ１４にかかるトルク変
動の許容範囲である。駆動モータのトルク許容値や駆動伝達系の剛性等で決定される（画
像劣化の許容範囲を含めてもよい）。負荷トルクがこの範囲を超えると、モータ回転速度
の低下、駆動伝達系（歯車、歯車締結部、軸カップリング）で変形が生じる。その結果、
感光体ベルト１０の速度変動、転写材２０の速度変動が顕著になり、画像品質を大きく劣
化させる。
【００８６】
　図５（ａ）には、上述した（７）、（８）に基づき負荷トルク変動を計算した結果を実
線で示し、実測結果を点線で示している。傾向はほぼ一致しており、この発明で説明した
負荷トルク変動発生メカニズムの妥当性を示している。計算と実測値との差は、転写ロー
ラ１７及び対向ローラ１４の表面の弾性部材の変形によるものである。ローラ表面上に弾
性部材をコーティング、又は、ローラ部材を弾性体にすることで、負荷トルク変動の低減
が併せて見込めることがわかる。
【００８７】
　ここで、転写材の厚みで負荷トルクが異なる理由について説明する。転写材２０の厚み
の大小を比較すると、（ａ）の転写材２０の厚みが大きい場合では、負荷トルク変動が許
容範囲を大きく超えている。一方、（ｂ）の厚みが小さい場合では、負荷トルク変動が小
さく、許容範囲内となっている。
【００８８】
　このような厚みによる負荷トルク変動推移の差を上述した静的モデル解析を基に説明す
る。図３の転写材２０の厚みｔの大きさによって、図３のローラ対に転写材２０が進入し
たときの転写材接触面ｍの位置が変化する。厚みｔが小さい場合、ニップ部進入時の転写
材接触面ｍは転写ニップから近い位置となる。一方、厚みｔ　が大きい場合、転写材接触
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面ｍは遠い位置となる。転写材接触面ｍの位置が転写ニップに近いと、角度θ１、θ２も
小さくなり、転写材接触面ｍの位置が遠いと、角度も大きくなる。つまり、ニップ部進入
時の（７）、（８）に基づく負荷トルク変動値に差が生じる。また、転写材厚みｔ　が大
きくなるほど、負荷トルク変動が発生する領域が長くなる。これは、転写材がニップ部に
進入した際の位置からニップ部中央までの距離が大きいためである。
【００８９】
　本特許では、転写材突入時の転写材接触面ｍの位置がニップ部近く（角度θ１、θ２が
小さく）なるように、ローラ軸を離間させておくのである。
【００９０】
　上記図５に基づく解析から、転写材がニップ部に進入する際の負荷トルク変動値を許容
値内とすることができれば、高品質な画像出力が実現できることがわかる。図３の静的モ
デルで説明すると、進入時の転写材接触面ｍの位置を転写材厚みによらず、一定とするこ
とができれば、ニップ部進入時に発生する負荷トルク変動値を一定とすることができる。
更に、転写材厚みにかかわらず、ニップ部進入時の転写材接触面ｍの位置を、発生する負
荷トルク変動が許容範囲となる位置にすることができれば、高品質な画像出力が実現でき
る。
【００９１】
　しかし、実際には、ニップ部進入時の転写材接触面ｍの位置を認識して規制することは
難しい。特に、ローラ部に弾性部材が採用されている場合、環境、経時で弾性変形量が変
化し、ニップ部進入時の転写材接触面ｍを正確に把握できない。そこで、本発明では、鉛
直方向に可動する転写ローラ１７の軸位置を規制する機構を採用する。転写ローラ１７の
軸位置を規制し、対向ローラ１４と転写ローラ１７の軸間距離が変化すれば、ニップ部進
入時の転写材接触面ｍの位置も同様に変化するためである。転写ローラ１７の軸位置を規
制し、発生する負荷トルク変動が許容範囲となるように対向ローラ１４と転写ローラ１７
の軸間距離を規制する。
【００９２】
　上記考察をふまえ、以下第１の実施例に係る画像転写装置について説明する。本例に係
る画像転写装置は次の特徴的構成を備える。
（１）転写ローラ１７の軸位置の規制
（２）転写材の厚みに応じた効果的な転写ローラ１７の軸位置設定（ローラ軸間の間隙形
成）
（３）負荷トルク変動が許容範囲となるように設計された軸位置規制（ラチェット間隔）
（４）転写材へ十分な加圧力が与えられるように設計された軸位置規制（ラチェット部の
ガタ）
【００９３】
以下、各項目について説明する。
（１）軸位置の規制
　図６は転写ローラの軸位置規制手段の一例を示す模式図である。軸位置規制手段は、後
述する転写材がニップ部に存在するときのローラ軸間距離を保持する機構である。この保
持機構は、ローラ押し下げ方向には自由に移動し、ローラ押上げ方向にはロックされるワ
ンウェイクラッチを採用する。図６では、ラチェット式ワンウェイクラッチを採用してい
る。転写ローラ１７の回転軸３２は、鉛直方向に可動な回転軸受部材３５で保持されてい
る。圧縮バネ１６の圧接力は、回転軸受部材３５を介して転写ローラ１７へ伝達される。
回転軸受部材３５には、第１クラッチプレート３４が固定されている。第１クラッチプレ
ート３４と対向する位置で、第１クラッチプレート３４に対して接離自在な第２クラッチ
プレート３７配置されている。第２クラッチプレートは、図示しない筐体に固定されたプ
レートガイド部材３６によって、水平方向に移動可能で、鉛直方向に固定されている。ま
た、第２クラッチプレートは、クラッチ付勢手段３８によって、第１クラッチプレートに
押し付けように付勢される。第１、第２クラッチプレート３４、３７の対向面には、のこ
ぎり形状の突起が形成されており、噛合うことでロック状態となる。このクラッチ機構は
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、転写ローラ１７を圧縮バネ１６の付勢方向（図６中、転写ローラ１７押上げ方向）に対
する移動を規制する（ロックする）。
【００９４】
　一方、圧縮バネ１６の付勢対向方向（図６中、転写ローラ１７押し下げ方向）に対する
移動を自在としている。第２クラッチプレート３７の突起部を第１クラッチプレートの突
起部から強制的に離す機構（リリース機構）として、プル型のソレノイドを用いている。
ソレノイドフレーム４３は、図示しない筐体に固定され、コイル４１と固定鉄心とガイド
パイプ４２を保持している。コイル４１に通電すると、可動鉄心４０がソレノイドフレー
ム内（図６中、右方向）に吸引される。吸引された可動鉄心４０は第２クラッチプレート
３７に固定されたプレート軸３９を介して、第２クラッチプレートをクラッチ付勢部材に
抗してソレノイド側に移動させる。これによって、第１クラッチプレートのロック状態が
解除される。
【００９５】
　プレート付勢手段としては、圧縮バネのほか、板バネ、ゴム材を利用してもよい。また
、リリース機構として、第２クラッチプレート３７に磁性材を固定しソレノイドで第２ク
ラッチプレート３７を直接吸着する機構にしてもよい。
【００９６】
（２）ローラ軸間の間隙形成
　次に、転写材の厚みに応じた効果的な転写ローラ１７の軸位置設定方法について説明す
る。図７（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、本実施形態におけるローラ軸間の間隙を形成する一
連の動作を示す図である。図７（ａ）は、転写材通過前の初期状態を示している。対向ロ
ーラ１４と転写ローラ１７とが接触している状態で、第１クラッチプレート３４と第２ク
ラッチプレート３７がクラッチ付勢手段３８によって圧接している状態である。この初期
状態に対して、転写材をテスト搬送することにより必要なローラ軸間の間隙形成を行う。
図７（ｂ）は、転写材２０がローラ間ニップ部を通過している状態を示す。転写材のテス
ト搬送により転写ローラ１７は図の下方向に移動している。それに伴い、第１クラッチプ
レート３４も下方向に移動して、第２クラッチプレートと圧接している。このとき、ロー
ラ軸間には転写材の厚み分の間隙が形成されている。図７（ｃ）は、転写材の後端がニッ
プ部を通過した後の軸位置の保持状態を示している。第１及び第２クラッチプレートは圧
接しているため、転写ローラ１７の図中、上方向の移動はワンウェイクラッチ機構により
ロックされている。これによって、転写材の厚み分の間隙が保持された状態となる。ただ
し、実際には、クラッチ部のラチェット間隔や第２クラッチプレートとプレートガイド部
材３６間のガタによって、図７（ｂ）のローラ軸間距離よりも狭い軸間距離が保持された
状態となる。図７（ｃ）の状態で、２枚目以降の転写材の搬送を行うことにより、発生す
る負荷トルク変動を大きく低減することができる。
【００９７】
　同じ厚みの転写材の搬送が終了し、厚みが異なる転写材を搬送する際には、第１クラッ
チプレートと第２クラッチプレートを離間させるクラッチ解除動作を行う。図７（ａ）の
初期状態に戻り、再びテスト搬送を実施する。クラッチ解除は、最終転写材がローラ間ニ
ップ部にある状態、つまり、図７（ｂ）の状態で実施するのが望ましい。図７（ｃ）より
も図７（ｂ）の状態の方が、第２クラッチプレートの図中、横方向移動が容易で、クラッ
チ解除がスムーズに実施できるためである。図７（ｂ）でクラッチ解除を実施した場合、
最終枚の転写材の後端がニップ部を抜ける際の負荷トルク変動が発生するが、画像形成動
作は既に終了している状態であれば画像劣化の問題は発生しにくい。
【００９８】
　なお、図７では、ローラ部材が金属等でローラ表面の変形がない状態を示しているが、
ローラ部材がゴム等の弾性部材で表面変形が生じている場合も同様の動作で同様の効果が
ある。ローラ表面の弾性部材や加圧ローラ軸の変形は、同じ加圧力が加わっていれば、図
７（ａ）の初期状態も図７（ｂ）のニップ時も同じ変形量である。従って、図７（ａ）か
ら図７（ｂ）でローラ軸間距離の変化量は、先述したように転写材の厚み分となる。この
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転写材の厚みに基づくローラ軸間の間隙を保持することで同様の効果が得られる。
【００９９】
ここで、転写材１枚目のテスト搬送について説明する。本例では、ローラ軸間の間隙形成
に転写材のテスト搬送を実施する。１枚目のテスト搬送時は、本発明の負荷トルク低減効
果は得られない。そのため、画像形成装置構成に応じて対応策を実施するのが望ましい。
以下にその対応策の例を２つ説明する。
【０１００】
　第１は、テスト搬送時には画像形成をしないことである。テスト搬送後の用紙はユーザ
ーによる再利用。又は、自動両面印刷のために設けられた再給送路を利用した再給紙によ
る再利用を実施する。また、正逆転駆動による再給紙動作を実施してもよい。
【０１０１】
　第２は、１枚目の搬送時は低速搬送し画像形成を実施することである。駆動源としての
駆動モータに、ステッピングモータやＤＣサーボモータを採用し、モータ軸又は対向ロー
ラ１４が一定速度で回転するように構成する。低速でテスト搬送することにより、負荷ト
ルクも緩やかに変動するため、モータが負荷トルク変動に対抗したトルクを供給すること
が可能となるため負荷トルク変動の影響を低減することができる。
【０１０２】
　次に、負荷トルク変動が許容範囲となるように設計された軸位置規制手段について説明
する。軸位置規制手段のラチェットピッチ幅、つまり、第１クラッチプレート３４及び第
２クラッチプレート３７の凹凸間隔は、少なくとも許容トルク変動範囲分のローラ軸間距
離とする。細かければ細かい方がよい。許容トルク変動範囲分のローラ軸間距離は、例え
ば、転写材の搬送実験から決定することができる。本実施形態において、厚みの異なる複
数の転写材を通過して対向ローラ１４にかかる負荷トルク変動を計測した結果、厚み２０
０μｍまでの転写材を通過したときに発生する負荷トルクは許容範囲内であった。つまり
、転写材進入及び抜け時の転写ローラの上下動を２００μｍ以下に抑えたい。これより、
ラチェットピッチ幅は少なくとも２００μｍ以下となるようにする。実際には、後で説明
するラチェット部のガタ分も考慮して、本実施形態では、ラチェットピッチ幅を約７０μ
ｍに設定する。これより大きなラチェットピッチ幅を設定した場合、許容トルク変動を超
える場合が発生してしまう。
【０１０３】
　次に、転写材へ十分な加圧力が与えられるように設計された軸位置規制手段について説
明する。第２クラッチプレート３７とプレートガイド部材３６との間に空隙、つまり、両
者の間にはガタを設ける。このガタは、第１クラッチプレート３４と回転軸受部材３５と
の間に設けてもよい。図７（ｂ）の転写材搬送時には、転写ローラ１７の押し下げに伴い
、第２クラッチプレート３７は、プレートガイド部材３６の下面部に接触している。搬送
後の図７（ｃ）では、転写ローラ１７の加圧により第２クラッチプレートはガタ分だけ図
中、上方向に移動して、プレートガイド部材３６の上面部に接触する。このガタは、図７
（ｂ）の転写材搬送状態に所望の加圧力を実現するために設けている。ガタがないと第２
クラッチプレート３７がプレートガイド部材３６の上面部に接触して、加圧力がかかり、
転写材への加圧力が減少してしまう。理想状態では、ガタは１μｍでもあれば所望の加圧
力を転写材に与えることができる。しかし、実際には、以下（１）～（４）のローラ軸間
の変動要因を考慮してガタを設定する必要がある。
【０１０４】
（１）大量の転写材の連続通過による環境変化（温度、湿度）による変動。
（２）ローラ表面の弾性部材のローラ１周にわたる硬度ばらつきによる変形量の違いによ
る変動。
（３）ローラの偏心による変動。
（４）同じ種類の複数の転写材における各転写材の厚み偏差や、１枚中における厚み偏差
による変動。
【０１０５】
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　図８は複写用紙を通紙したときの転写ローラの軸位置を計測した結果を示すグラフであ
る。横軸は時間、縦軸はローラ軸位置である。図７（ａ）の初期状態のローラ軸位置を基
準（０）とした。図８中の時間帯３５２は、図７（ｂ）の転写材がニップ部を通過してい
る時間を示す。このとき、図８の変動幅３５１に示すように転写材の厚みに相当する約４
６０μｍ分、転写ローラ１７が下方向に押し下げられている。また、図８の変動幅３５３
に示すように約１１０μｍの軸位置変動がある。これは、先述した複数の軸間変動要因で
発生している。ガタ量は、常に所望の加圧力を転写材に与えるために上記変動要因を考慮
した変動Ｐ－Ｐ値とする。本実施形態では、本実験データのほか、環境変化を考慮すると
変動のＰ－Ｐは約１２０μｍであり、これをガタ量とした。厚み偏差が大きい粗悪な転写
材にも対応する場合は、ガタ量が調節できるようにしてもよい。
【０１０６】
　ラチェットピッチ幅とガタ量の合計が、図７（ｃ）の保持状態から図７（ｂ）の転写材
通過時の転写ローラ１７の最大押し下げ量となる。このため、ラチェットピッチ幅とガタ
量の合計が負荷トルク変動許容範囲相当の２００μｍ以下となるように設計する。ラチェ
ットピッチ幅を７０μｍ、ガタ量を１２０μｍに設計した実施形態では、図７（ｃ）の軸
位置保持状態で転写材がニップ部を通過する際の転写ローラの押上げ量は、最大で１９０
μｍとなり、許容範囲に収まる。例えば、先述した複写用紙を通紙した場合、図８の変動
値の最大約５１０μｍ分、転写ローラが押し下げられ、ラチェットの６段分だけ第１クラ
ッチプレートと第２クラッチプレートの位置がずれて、約－４９０μｍの軸位置が保持さ
れる。ただし、１２０μｍのガタがあるため、実際のローラ軸位置は約－３７０μｍとな
る。この軸位置保持状態で転写材を搬送すると、転写ローラ１７の押上げ量は、図８の変
動幅３５３の位相で変化し約２０から１４０μｍ程度となり、許容範囲に十分収まってい
ることがわかる。
【０１０７】
　次に第２の実施例に係るローラ外形保持機構について説明する。図８の軸位置変動のう
ち、約０．３６秒周期で発生する変動成分の主要因は、対向ローラ１４と転写ローラ１７
の偏心である。本実施形態では、２つのローラ径が等しく、それぞれ約５０から６０μｍ
の偏心があったため、両変動が重畳され約１１０μｍの変動幅となっていた。このような
軸間距離変動が発生しても常に対向ローラ１４へ一定の加圧力を与えるために、ガタ量を
この変動幅以上に設計している。このガタ量が大きくなると、クラッチプレートのラチェ
ットピッチ幅をより細かく形成する必要が生じ、加工成形条件が厳しく、製造コストが上
昇する。そこで、この問題を解決するために、ローラ偏心の影響を受けにくい転写ローラ
１７の保持機構を採用する。
【０１０８】
　図９は第２の実施例に係る保持機構を示す概略図である。本実施形態の特徴部分は、転
写ローラの外形部分を保持する軸受部５１を採用している点である。軸受部５１には第１
クラッチプレート３４が固定されており、ワンウェイクラッチが構成されている。転写ロ
ーラ１７の外形部を保持する機構を採用することにより、転写ローラ１７の偏心の影響を
受けにくく、軸受部５１の位置変動を計測したところ、０．３６秒周期の変動が半減した
。これによって、ラチェットピッチ幅を大きく設計することが可能となる。本実施形態で
は、転写ローラの回転軸３２に軸受部５２を設置し圧縮バネ１６で転写ローラ１７を対向
ローラ１４へ加圧している。
【０１０９】
　本発明を実施するにあたり、図７（ｃ）の保持状態において、対向ローラ１４と転写ロ
ーラ１７の表面が離間して、駆動源を持たない転写ローラ１７の回転が停止してしまう場
合には、転写ローラ１７を回転させる駆動伝達機構を設けることが望ましい。転写材がニ
ップ部に進入した際に、転写ローラ１７を停止状態から転写材搬送速度まで、急激に増速
させるトルクが必要となり、転写材搬送速度変動の要因となってしまう。そこで、転写ロ
ーラ１７の表面が対向ローラ１４から離間しているときでも対向ローラと同じ速度で回転
するように駆動伝達機構を設置する。対向ローラ１４と転写ローラ１７の両軸に歯車を固
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定し、対向ローラの回転が転写ローラに伝達するように構成する。このとき、両ローラが
離間した際も歯車が噛合うように歯高を設計する。又は、転写ローラ１７に別途、駆動源
を設置して、対向ローラと同じ速度で回転するように駆動力を伝達する構成でもよい。
【０１１０】
　また、ワンウェイクラッチとしては、ラチェット式のもの他、ローラ式のものを採用す
ることができる。図１０はローラ式のワンウェイクラッチを示す模式図である。スライド
板５３が図中上方向に移動すると、ハウジング５４内にあるローラ８１がハウジング５４
とスライド板５３との間にくい込み、スライド板５３の上方向の移動を規制する。テーパ
ー状のクラッチリリース爪８２をローラのくい込み部分に挿入することで、規制は解除さ
れる。ローラ式クラッチを採用することによって、無段階に転写ローラの位置を保持する
ことが可能となる。また、くい込み時の移動量をガタ量として設計することが可能である
。その他のクラッチ機構として、公知の電磁方式を採用することができる。
【０１１１】
　ここまで、本実施形態における転写材の突入時の作用を主に説明してきたが、転写材の
抜け時のトルク変動に対しても同様に効果がある。
【０１１２】
　次に第３の実施例について説明する。上記例では、転写ローラ１７の回転軸又は外形部
の軸受部材にクラッチ機構を設置した場合について説明した。ここで、負荷トルク許容変
動範囲に基づく、転写ローラの許容移動量が１ｍｍ以下の場合、ラチェットピッチ幅を数
十から数百μｍ程度にする必要がある。また、加圧力に対抗して転写ローラを保持するた
めの剛性も必要となる。そこで、ラチェットピッチ幅をより大きく、また、クラッチに要
求される剛性を低減するために、アーム部材を採用した例について説明する。
【０１１３】
　図１１は第３の実施例に係る画像転写装置を示す概略図である。アーム部材５５は、回
転軸５６を中心に回転するように構成されている。アーム部材５５は、転写ローラ１７の
回転軸３２、又は、転写ローラ１７の外径部を支持する軸受部を持つ。また、圧縮バネ１
６の加圧力を転写ローラ１７へ伝達する。アーム部材５５の端部には第１クラッチプレー
ト３４が固定され、ワンウェイクラッチが構成されている。このようにアーム部材を採用
することにより、転写ローラ１７の上下移動量と第１クラッチプレートの移動量は、転写
ローラ１７の回転軸３２から回転軸５６までの距離とアーム部材５５の回転軸５６から第
１クラッチプレート３４までの距離の比に応じて大きくなる。転写ローラ１７の位置を保
持するための剛性も同様に低くすることができる。このため、より安価なクラッチ機構を
採用することが可能となる。
【０１１４】
実施例１及び２と同様の保持動作を実施する。
図中のラチェット式ワンウェイクラッチの代わりに、ローラ式ワンウェイクラッチやアー
ム部材５５の回転軸５６に回転式のクラッチを採用してもよい。
【０１１５】
≪画像形成装置の説明≫
　以下、本発明の画像形成装置における転写装置と定着装置の実施形態について図面を参
照しながら説明する。本発明は、複写機、プリンタとして必要に応じて、主要構成部を載
せて、用紙を大量に保持する給紙テーブルを設置したり、主要構成部の上にスキャナや更
にその上に原稿自動搬送装置（ＡＤＦ）を設置したりしたものに適用できる。図１２は本
発明を適用する画像形成装置の主要構成を示す概略構成図である。この画像形成装置は、
タンデム型で中間転写（間接転写）方式を採用する電子写真装置である。
【０１１６】
　画像形成装置には、像担持体としての中間転写体である無端状ベルトからなる中間転写
ベルト６０が設けられている。この中間転写ベルト６０は、４つの支持回転体としての支
持ローラ６３、６８、７２、７５、７６に掛け渡されており、図中反時計回り方向に回転
移動する。図示しないが、これら４つの支持ローラのうち、支持ローラ３の図中左側には
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、画像転写後に中間転写ベルト６０上に残留する残留トナーを除去する中間転写ベルトク
リーニング装置が設けられている。また、４つの支持ローラのうち、支持ローラ７５と支
持ローラ７６との間に張り渡したベルト部分には、そのベルト移動方向に沿って、イエロ
ー（Ｙ）、シアン（ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、黒（Ｋ）の４つの画像形成部が並べて配置さ
れたタンデム画像形成部が配置されている。画像形成部には、時計方向に回転するドラム
状の像担持体６２、バイアスローラ６８があり、像担持体２の感光体ドラム周りには図示
していないが帯電装置、現像装置、クリーニング装置などが設けてある。そして、各色そ
れぞれ同一の構成となっている。また、中間転写ベルト６０を挟んで、像担持体２の対向
にはバイアスローラ６８に巻きついていて、バイアスローラ６８によって、本実施形態に
おいては、支持ローラ７８を駆動ローラとしている。また、タンデム画像形成部の下方に
は、潜像形成手段としての露光装置６１が設けられている。
【０１１７】
　また、中間転写ベルト６０を挟んで支持ローラ７８の反対側には、第２の転写手段とし
ての２次転写ローラ７９が設けられている。この２次転写ローラ７９は、中間転写ベルト
６０を介して支持ローラ７８に押し当てられるように設けられている。この２次転写ロー
ラ７９により、中間転写ベルト６０上の画像を記録材であるシートに転写する。本発明の
ローラ間ニップ保持機構を含む負荷トルク変動抑制機構は、この２次転写ローラの回転軸
まわりに設置されている。これによって、２次転写装置ニップ部での用紙搬送時に発生す
る負荷トルク変動を抑制し、中間転写ベルトの速度変動、用紙の搬送速度変動の発生を抑
制する。また、この２次転写ローラの図中上方には、シート上に転写された画像を定着す
る定着装置７７が設けられている。本発明のガイドスロープ部材を含む負荷トルク変動抑
制機構は、この定着装置の加圧力を与えるローラ側の回転軸まわりも設置されている。こ
れによって、定着装置のニップ部へ用紙が搬送される際に発生する負荷トルク変動を抑制
する。定着装置ニップ部へ用紙が突入した際の搬送速度変動の発生を抑制している。よっ
て、用紙が定着装置に突入の際に、転写装置において２次転写中の画像への影響が少ない
。上述した支持ローラ７８には、２次転写ローラを接触駆動し、画像転写後のシートを定
着装置へと搬送するシート搬送機能も備わっている。もちろん、２次転写装置として、転
写ベルトや非接触のチャージャを配置してもよい。支持ローラと転写ローラ７９とのニッ
プ間に転写紙が下方から挿入され、トナー像が転写紙に転写される構成となっている。
【０１１８】
　上記画像形成装置を用いてコピーをとるときは、原稿自動搬送装置の原稿台上に原稿を
セットする。又は、原稿自動搬送装置を開いてスキャナのコンタクトガラス上に原稿をセ
ットし、原稿自動搬送装置を閉じてそれで押さえる。その後、不図示のスタートスイッチ
を押すと、原稿自動搬送装置に原稿をセットしたときは、原稿を搬送してコンタクトガラ
ス上へと移動する。他方、コンタクトガラス上に原稿をセットしたときは、直ちにスキャ
ナを駆動する。スキャナの走行と同時に光源から光を発射するとともに原稿面からの反射
光を更に反射して結像レンズを通して読取りセンサにて原稿内容を読取る。又は、パソコ
ン、デジタルカメラ等からデジタル画像情報を受信する。
【０１１９】
　この原稿読取り、画像情報の受信に並行して、図示しない駆動源である駆動モータで支
持ローラを回転駆動させる。これにより、中間転写ベルト６０が図中反時計回り方向に移
動するとともに、この移動に伴って残りの支持ローラ（従動ローラ）が連れ回り回転する
。また、これと同時に、個々の画像形成部において潜像担持体としての感光体ドラムを回
転させ、各感光体ドラム上に、イエロー、シアン、マゼンタ、ブラックの色別情報を用い
てそれぞれ露光現像し、単色のトナー画像（顕像）を形成する。そして、各感光体ドラム
上のトナー画像を中間転写ベルト６０上に互いに重なり合うように順次転写して、中間転
写ベルト６０上に合成カラー画像を形成する。
【０１２０】
このような画像形成に並行して、２次転写部に用紙が搬送される。給紙テーブルの１つを
選択し、ペーパーバンクに多段に備える給紙カセットの１つからシートを繰り出し、分離
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ローラで１枚ずつ分離して給紙路に入れ、搬送ローラで搬送して給紙路に導き、レジスト
ローラに突き当てて止める。又は、給紙ローラを回転して手差しトレイ上のシートを繰り
出し、分離ローラで１枚ずつ分離して手差し給紙路に入れ、同じくレジストローラに突き
当てて止める。そして、中間転写ベルト６０上の合成カラー画像にタイミングを合わせて
レジストローラを回転し、中間転写ベルト６０と２次転写ローラ７９との間にシートを送
り込み、２次転写ローラ７９で転写してシート上にカラー画像を転写する。画像転写後の
シートは、支持ローラの搬送力により対向ローラの２次転写ローラ７９で搬送して定着装
置７７へと送り込み、定着装置で熱と圧力とを加えて転写画像を定着して後、排出ローラ
で排出し、排紙トレイ上にスタックする。
【０１２１】
　なお、画像転写後の中間転写ベルト６０は、中間転写ベルトクリーニング装置で、画像
転写後に中間転写ベルト６０上に残留する残留トナーを除去し、タンデム画像形成部によ
る再度の画像形成に備える。ここで、レジストローラは一般的には接地されて使用される
ことが多いが、シートの紙粉除去のためにバイアスを印加することも可能である。
【０１２２】
　この画像形成装置を用いて、黒のモノクロコピーをとることもできる。その場合には、
図示しない手段により、中間転写ベルト６０をイエロー、シアン、マゼンタのカラー３色
の感光体ドラムから離れるようにする。これら３色の感光体ドラム一時的に駆動を止めて
おく。ブラック用の感光体ドラムのみが中間転写ベルト６０に接触させ、画像の形成と転
写を行う。
【０１２３】
　本発例に係る画像形成装置は、上述した中間転写ベルトを用いたタンデム型の電子写真
方式のほか、中間転写ドラムを用いた電子写真方式にも採用することができる。図１３は
他の例に係る画像形成装置を示す概略図である。本例では、駆動ローラ１１８は、中間転
写ドラムの役割を持ち、感光体ドラム１０２で形成された画像を保持搬送し、２次転写ロ
ーラ１１９とのニップ部にて、搬送される転写材に保持した画像を転写するものである。
本発明のローラ間ニップ保持機構を含む負荷トルク変動抑制機構は、この２次転写ローラ
の回転軸まわりに設置されている。これによって、２次転写ニップ部での用紙搬送時に発
生する負荷トルク変動を抑制し、中間転写ドラムの速度変動、用紙の搬送速度変動の発生
を抑制する。
【０１２４】
　以上説明したように、本発明によれば、搬送中の２つのローラ間距離を保持することに
より、転写材突入時に加圧ローラを押し下げる量が大きく低減し、転写材搬送駆動系にか
かる負荷トルク変動を低減することができる。これによって、負荷トルク変動によって生
じる転写材搬送速度変動を抑制することができる。
【０１２５】
　また、本発明によれば、ワンウェイクラッチ機構を採用することで、クラッチプレート
を接触させておくだけで、容易に転写材搬送時の２つのローラ間距離を保持する機構が実
現できる。また、所定の距離だけ自由に移動できるガタを設定することで、ローラ偏心等
で、２つのローラ間距離が変動しても、常に所望の加圧力を転写材に与えることが可能と
なる。
【０１２６】
　また、本発明によれば、第２回転体の回転軸ではなく、外径部を支持することにより、
第２回転体の偏心の影響を受けずに２つのローラ間距離を保持する機構が実現できる。
【０１２７】
　また、本発明によれば、アーム部材を用いることで、梃子の原理より、クラッチ機構に
かかる保持トルクが、第２回転体の回転軸にクラッチ機構を設置した場合に比べて、小さ
くすることができる。また、転写材通過時の移動量が増加するため、ラチェット幅が大き
な安価なクラッチ機構を採用することが可能となる。
【０１２８】
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　また、本発明によれば、保持機構により、２つのローラ間に空隙ができても、両ローラ
は転写材搬送速度で回転することができる。これにより、転写材がニップ部進入時に停止
又は減速しているローラを転写材の搬送に伴い加速させるためのトルクが発生することが
なく、安定して転写材を搬送することが可能となる。
【０１２９】
　本発明によれば、本発明は、１枚目の転写材の搬送速度を低速とすることで、一定速度
に回転するように制御されたモータのフィードバック効果により、突入時の転写材搬送速
度変動を緩和することが可能となる。
本発明によれば、１枚目の転写材の搬送をテスト搬送とすることで、保持状態を実現する
ことができる。テスト搬送では、画像形成は行わずに画像形成部に再給送することで、転
写材を無駄にすることがない。
【０１３０】
　本発明によれば、１枚目の転写材の搬送をテスト搬送とすることで、保持状態を実現す
ることができる。テスト搬送では、画像形成は行わずに、一度、ニップ部に搬送した後、
逆搬送してから、再び画像形成しながら再給送することで、転写材を無駄にすることがな
い。
【０１３１】
　本発明によれば、厚みが異なる転写材を搬送する際に必要となる保持したローラ間距離
の解除動作を最終枚目の搬送時に実行することで、保持機構にかかるトルクが小さい状態
で解除動作を行うためクラッチ機構が損傷することなく解除動作が可能となる。
【０１３２】
　また、本発明によれば、定着ニップ部に用紙突入時の負荷トルク変動を抑制し、定着ロ
ーラの回転速度変動が発生することなく、高画質な転写画像が期待できる。
【図面の簡単な説明】
【０１３３】
【図１】画像形成装置の感光体ベルトユニット部を示す概略構成図である。
【図２】転写装置における圧接された対向ローラと転写ローラ間を転写材が通過するとき
の感光体ベルトの搬送位置誤差を示すグラフである。
【図３】転写装置におけるトルク負荷変動の発生メカニズムを示す図である。
【図４】式（７）、式（８）式で計算される負荷トルク変動を示すグラフである。
【図５】転写材突入時の負荷トルク変動推移を示すグラフである。
【図６】転写ローラの軸位置規制手段の一例を示す模式図である。
【図７】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、本実施形態におけるローラ軸間の間隙を形成する一
連の動作を示す図である。
【図８】複写用紙を通紙したときの転写ローラの軸位置を計測した結果を示すグラフであ
る。
【図９】第２の実施例に係る保持機構を示す概略図である。
【図１０】ローラ式のワンウェイクラッチを示す模式図である
【図１１】第３の実施例に係る画像転写装置を示す概略図である。
【図１２】本発明を適用する画像形成装置の主要構成を示す概略構成図である。
【図１３】他の例に係る画像形成装置を示す概略図である。
【図１４】従来の転写材搬送装置の主要構成を示す概略構成図である。
【符号の説明】
【０１３４】
１　ローラ
２　像担持体
１０　感光体ベルト
１１　駆動ローラ
１２　従動ローラ
１３　テンションローラ
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１４　対向ローラ
１６　圧縮バネ
１７　転写ローラ
１８　転写装置
２０　転写材
２１　レジスト装置
２２、２３　レジストローラ
２４　圧縮バネ
２５　ガイド板
２６　定着装置
２７　加熱ローラ
２８　加圧ローラ
２９　圧縮バネ
３２　回転軸
３４　第１クラッチプレート
３５　回転軸受部材
３６　プレートガイド部材
３７　第２クラッチプレート
３８　クラッチ付勢手段
３９　プレート軸
４０　可動鉄心
４１　コイル
４２　ガイドパイプ
４３　ソレノイドフレーム
５１　軸受部
５２　軸受部
５３　スライド板
５４　ハウジング
５５　アーム部材
５６　回転軸
６０　中間転写ベルト
６１　露光装置
６２　像担持体
６８　バイアスローラ
７５　支持ローラ
７６　支持ローラ
７７　定着装置
７８　支持ローラ
７９　２次転写ローラ
８１　ローラ
８２　クラッチリリース爪
１０２　感光体ドラム
１１８　駆動ローラ
１１９　２次転写ローラ
２０１　変位ローラ
２０２　連結アーム
２０３　加圧ローラ
２０４　転写材
 



(24) JP 5022144 B2 2012.9.12

【図１】

【図２】



(25) JP 5022144 B2 2012.9.12

【図３】



(26) JP 5022144 B2 2012.9.12

【図４】

【図５】



(27) JP 5022144 B2 2012.9.12

【図６】

【図７】



(28) JP 5022144 B2 2012.9.12

【図８】

【図９】



(29) JP 5022144 B2 2012.9.12

【図１０】

【図１１】



(30) JP 5022144 B2 2012.9.12

【図１２】

【図１３】



(31) JP 5022144 B2 2012.9.12

【図１４】



(32) JP 5022144 B2 2012.9.12

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  程島　隆
            東京都大田区中馬込１丁目３番６号　株式会社リコー内
(72)発明者  及川　達彦
            東京都大田区中馬込１丁目３番６号　株式会社リコー内
(72)発明者  野口　英剛
            東京都大田区中馬込１丁目３番６号　株式会社リコー内
(72)発明者  星野　誠治
            東京都大田区中馬込１丁目３番６号　株式会社リコー内
(72)発明者  小松　真
            東京都大田区中馬込１丁目３番６号　株式会社リコー内

    審査官  山本　一

(56)参考文献  特開平１０－０８３１２４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－０８４８９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－２４００６２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０１０８４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０４９２４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０４－２４２２７６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０３Ｇ　　１５／１６　　　　
              Ｇ０３Ｇ　　１５／２０
              Ｂ６５Ｈ　　　５／０６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

